
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
号 

 
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
四
号
（
令
和
八
年
度
前
期
技
能
検

定
の
実
施
）
に
よ
り
公
示
す
る
技
能
検
定
に
係
る
条
例
別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
二
号
金
額
の

欄
イ
に
規
定
す
る
手
数
料
（
在
校
生
（
知
事
が
別
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
が
三
級
を
受
検
す
る

場
合
の
手
数
料
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
減
額
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
係
る
手
数
料 

九
千
円 

イ 

二
級
ま
た
は
三
級
の
実
技
試
験
を
受
検
す
る
こ
と
。 

ロ 

実
技
試
験
受
検
申
請
日
（
郵
送
で
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
印
日
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
県
内
に
住
所
を
有
し
、
在
勤
し
、
又
は
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上

欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で
な
い
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る

手
数
料 

九
千
円 

イ 

三
級
の
実
技
試
験
を
受
検
す
る
こ
と
。 

ロ 

令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
二
十
三
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

実
技
試
験
受
検
申
請
日
に
お
い
て
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で

な
い
こ
と
。 

三 

前
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
（
前
二
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

に
係
る
手
数
料 

四
千
五
百
円 
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